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原子力規制委員会委員長

田中俊一様

先日は、震源の大きさが過小評価されているという問題提起に対し、

速やかに対応して頂き、誠にありがとうございました。委員会および規

制庁のみなさまににお手紙差し上げた通り、感謝の念で一杯です。

昨日の委員長記者会見のYouTubeを拝見したところ、私が規制委員

会の議論や結論を納得し、承諾したと、誤解されているように見えます

ので、お手紙を差し上げて、小生の見解を述べさせて頂きます。

規制庁の計算結果の説明を受ける場は、小生が意見表明をする場とし

て設けられたものではありませんので、結果に対するコメントは致しま

せんでした。また、試算の結果については強震動の専門家の意見を尊重

すべきであると私は思いますので、積極的発言は避けてきました。しか

し、このことが逆に誤解を招いているようですので、見解を公表させて

頂きます。

今回の規制委員会の議論および結論は納得できません。

理由を次に述べます。大飯の基準振動が過小評価されていることは、

今回の試算の結果、明らかだと思います。

規制庁広報室から、規制庁の計算結果の数字が入倉・三宅による基本

ケース（破壊開始点3）で、東西、南北、上下方向の加速度（周期0．02

秒）が、それぞれ、356，346，233ガル。

同じ条件で、武村式を適用すると、東西、南北、上下の加速度（周期0．02

秒）が、それぞれ、644，632，405ガルと伝えられたと聞いております。

武村式の結果を入倉・三宅式の結果で割ると、東西、南北、上下の加

速度の比はそれぞれ1.81,1.83,1.74と求まります。

一方、関西電力による基本ケース（破壊開始点3）では、東西、南北、

上下方向の加速度（周期0．02秒）は、それぞれ、596，428，347ガルで

す。これは重要なデータですが、昨日私が受けた説明にはありませんで

した。規制庁の計算と関西電力の結果が一致しないこと、その理由とし

てパラメターが-卜分把握できていないためとは昨日伺いました。しかし

上記基本ケースについては、資料に含まれておらず、実際の値も提示さ



れておりません。

規制庁の結果と関西電力の結果とは、平均値と中央値の代表波で異な

るとのご説明がありますが、細かな数値の違い以上の問題があると思い

ます。本来、両者の結果が同一となるような設定をすべきであり、その

ような設定での計算によって、武村式の効果を推定すべきです。しかし

ながら、それができないという条件下で最良の推定は、上記の加速度比

を関西電力の加速度に掛けて得られる値を、近似値として使用すること

です。その結果、武村式使用の場合の基本ケース（破壊開始点3）では、

東西､南北､上下方向の加速度(周期0.02秒)は､それぞれ､1080,780,

600ガルと推定されます。ここでは精度を考慮して10ガル単位としまし

た。東西動の値は、基準地震動の856ガルを越えております。

実際には、これに加えて短周期1．5倍ケースなどを計算する必要があ

ります。Ss-4は破壊開始点3で短周期1．5倍のケースです。これを例と

して武村式使用の場合の推定をします。関西電力によると、この場合の

東西、南北、上下の加速度（周期0.02秒）は、それぞれ856，546，518

ガルであると、頂いた資料に書かれています。

厳密には上述のように、関西電力の基本ケース（破壊開始点3）と、規

制庁の計算結果が同じとなるように設定した上で、武村式を使用し、短
周期1．5倍のケースを計算すべきです。しかしながら、それができない

という条件下での最良の推定は、既に求めた加速度比を関西電力の短周

期1．5倍ケース（破壊開始点3）の値に掛けて得られる値を、近似値とし

て使用することです。その結果、武村式使用の場合の短周期1．5倍ケー

ス（破壊開始点3）では、東西、南北、上下方向の加速度（周期0.02秒）

は、それぞれ、1550,1000,900ガルと推定されます。ここでは精度を

考慮して10ガル単位としました。

これらの推定は必ずしも高い精度の推定ではありません。しかしなが

らそのような精度でも、現在の基準地震動が過小評価されているのは間

違いないと思います。

この際、関西電力の基本ケースがほぼ再現できるような設定で、上記

推定値に替わる計算値が得られるよう、再計算をすべきだと思います。
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